
広
島
県
告
示
第
九
百
二
十
三
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

名
称 

 
 

福
山
市
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

広
島
県
と
岡
山
県
の
行
政
界
と
山
陽
自
動
車
道
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
所
か
ら
同
行
政
界
を
南
方

に
進
み
、
同
行
政
界
の
海
上
第
一
変
化
点
ま
で
至
り
、
同
所
か
ら
北
西
方
に
進
み
、
一
級
河
川
芦
田
川
右

岸
下
流
南
西
端
竹
ヶ
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
右
岸
を
北
西
方
に
進
み
、
大
渡
橋
で
市
道
寺
の
前
乗
越
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
方
に
進
み
、
一
般
県
道
加
茂
福
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
一
般
県
道
を
南
東
方
に
進
み
、
一
般
国
道
三
一
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一

般
国
道
を
北
東
方
に
進
み
、
一
般
国
道
一
八
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般
国
道
を
南
東

方
に
進
み
、
山
陽
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動
車
道
を
北
東
方
に
進
み
、
起
点
に
至

る
線
に
囲
ま
れ
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

江
の
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

一
級
河
川
江
の
川
水
系
江
の
川
の
土
師
ダ
ム
か
ら
三
次
市
秋
町
の
錦
橋
ま
で
の
河
川
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

阿
波
島
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
の
唐
島
の
頂
上
を
起
点
と
し
て
、
同
所
か
ら
竹
原
市
高
崎
町
地
内
の
高
崎
第
一
洞

門
南
西
端
に
向
か
っ
て
北
西
方
に
進
み
、
同
市
の
最
大
満
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

海
岸
線
を
同
町
一
七
二
七
番
地
の
高
宮
神
社
に
向
か
っ
て
北
東
方
に
進
み
、
同
神
社
境
内
地
南
東
端
と
愛



媛
県
今
治
市
大
三
島
町
の
松
島
の
頂
上
を
結
ぶ
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
松
島
の
頂
上
に
向
か
っ

て
南
東
方
に
進
み
、
竹
原
市
忠
海
町
字
明
神
原
三
二
三
四
番
地
の
南
東
端
と
豊
田
郡
大
崎
上
島
町
の
唐
島

の
頂
上
を
結
ぶ
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
南
西
方
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

若
林
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

山
県
郡
北
広
島
町
阿
坂
字
雨
堤
及
び
字
若
林
、
並
び
に
同
町
今
吉
田
字
若
林
、
字
鉄
穴
口
及
び
字
高
丸

見
の
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

た
い
ど
う
彫
刻
村
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

山
県
郡
北
広
島
町
南
方
字
茂
村
一
八
六
九
番
地
の
二
○
六
か
ら
二
一
五
の
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

馬
洗
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

一
級
河
川
江
の
川
水
系
馬
洗
川
の
三
次
市
塩
町
地
内
の
Ｊ
Ｒ
芸
備
線
鉄
橋
か
ら
江
の
川
合
流
点
ま
で
の

河
川
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



 
一 
名
称 

 
 

西
城
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

一
級
河
川
江
の
川
水
系
西
城
川
の
三
次
市
三
次
町
地
内
の
旭
橋
か
ら
馬
洗
川
合
流
点
ま
で
の
河
川
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

高
暮
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

庄
原
市
高
野
町
高
暮
地
内
の
高
暮
貯
水
池
最
大
満
水
汀
線
に
囲
ま
れ
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

安
芸
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

広
島
市
東
区
地
内
の
市
道
松
原
京
橋
線
と
市
道
常
盤
橋
若
草
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
所
か
ら

同
市
道
常
盤
橋
若
草
線
を
西
方
に
進
み
、
市
道
東
五
区
三
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
北
方
に
進
み
、
市
道
東
四
区
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
方
に
進
み
、
一
般

国
道
五
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般
国
道
を
北
東
方
に
進
み
、
主
要
地
方
道
広
島
三
次

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
北
東
方
に
進
み
、
一
級
河
川
三
篠
川
右
岸
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
右
岸
を
北
西
方
に
進
み
、
主
要
地
方
道
広
島
中
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
主
要
地
方
道
を
北
西
方
に
進
み
、
一
級
河
川
根
の
谷
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸

を
北
方
に
進
み
、
市
道
安
佐
三
区
三
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
方
に
進
み
、
市

道
安
佐
三
区
三
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
方
に
進
み
、
市
道
安
佐
三
区
五
〇
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
方
に
進
み
、
一
般
県
道
宇
津
可
部
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
西
方
に
進
み
、
共
栄
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
南
方
に
渡
り
、
一
般

県
道
道
下
佐
東
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般
県
道
を
南
東
方
に
進
み
、
一
般
県
道
八
木
緑
井

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般
県
道
を
南
西
方
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
可
部
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
線
を
南
西
方
に
進
み
、
都
市
計
画
道
路
緑
井
大
町
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
都
市
計



画
道
路
を
東
方
に
進
み
、
市
道
安
佐
南
区
一
区
三
五
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東

方
に
進
み
、
一
級
河
川
古
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸
を
南
方
に
進
み
、
松
原
橋
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
西
方
に
渡
り
、
一
級
河
川
古
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

右
岸
を
北
方
に
進
み
、
一
級
河
川
安
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
右
岸
を
西
方
に
進
み
、
一

般
県
道
広
島
豊
平
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般
県
道
を
西
方
に
進
み
、
一
般
県
道
勝
木
安
古

市
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般
県
道
を
北
方
に
進
み
、
一
般
県
道
今
井
田
緑
井
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般
県
道
を
北
東
方
に
進
み
、
市
道
安
佐
北
四
区
四
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
方
に
進
み
、
一
般
県
道
勝
木
安
古
市
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
一
般

県
道
を
南
方
に
進
み
、
広
島
市
安
佐
北
区
と
広
島
市
安
佐
南
区
の
行
政
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
行
政
界

を
西
方
に
進
み
、
主
要
地
方
道
広
島
湯
来
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
南
東
方
に

進
み
、
一
般
県
道
伴
広
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
方
に
進
み
、
主
要
地
方
道
広

島
湯
来
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
地
方
主
要
道
を
南
方
に
進
み
、
一
般
県
道
原
田
五
日
市
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
方
に
進
み
、
一
般
国
道
二
号
線
西
広
島
バ
イ
パ
ス
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
バ
イ
パ
ス
を
西
方
に
進
み
、
一
般
国
道
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

一
般
国
道
を
東
方
に
進
み
、
二
級
河
川
八
幡
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸
を
南
東
方
に

進
み
、
海
岸
護
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
護
岸
を
東
方
に
進
み
、
草
津
港
、
広
島
市
西
区
観
音

新
町
四
丁
目
の
海
岸
護
岸
を
経
て
、
広
島
市
中
区
と
広
島
市
西
区
の
行
政
界
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
行
政
界
を
北
方
に
進
み
、
広
島
市
中
区
と
広
島
市
西
区
と
広
島
市
東
区
の
行
政
界
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
広
島
市
東
区
と
広
島
市
南
区
の
行
政
界
を
南
東
方
に
進
み
市
道
松
原
京
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
北
方
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
広
島
市
中
区
と
広
島
市
南
区
の

全
域
（
た
だ
し
、
島
し
ょ
部
は
除
く
。
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

一 

名
称 

 
 

龍
泉
寺
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

三
原
市
小
泉
町
地
内
の
主
要
地
方
道
三
原
竹
原
線
と
主
要
地
方
道
東
広
島
本
郷
忠
海
線
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
所
か
ら
主
要
地
方
道
三
原
竹
原
線
を
東
方
に
進
み
、
三
原
市
小
泉
町
と
同
市
沼
田
東
町
の
境

界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
南
方
に
進
み
、
三
原
市
と
竹
原
市
の
行
政
界
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
行
政
界
を
西
方
に
進
み
、
主
要
地
方
道
東
広
島
本
郷
忠
海
線
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
主
要
地
方
道
を
北
方
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 



四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 


